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中央三井信託銀行株式会社

取締役社長　田辺　和夫

　　中間貸借対照表（平成２１年９月３０日現在）

（単位：百万円）

金　　　　額  金　　　　額

（ 資  産  の  部 ） （ 負　債  の  部 ）

２３１,１３６  ８,７８１,９１５  

５,９３２  ６４３,９００  

１０７,７４１  ２２９,０５０  

２２,７４７  ２５５,３２６  

２,５００  １,３５４,６５５  

４,８６２,６７２  ７,２２８  

９,１１１,３２２  １,３５２,００４  

７４５  ２１９,９９２  

３０８,６２８  １,１１３,６４５  

１００,３７１  １８１,６３１  

１７,５１３  ８９８  

１５０,４５５  １８０,７３３  

４５,７１５  ２,０１３  

△ ５７,８８１  ７８１  

１１,０４５  

４５,７１５  

１４,１９８,９０４  

（ 純　資　産　 の  部 ）

３９９,６９７  

１４９,０１１  

１４９,０１１  

１４８,０５３  

４６,００８  

１０２,０４５  

繰 越 利 益 剰 余 金 １０２,０４５  

６９６,７６３  

２９,２８８  

１７７  

△ １５,５３２  

１３,９３４  

７１０,６９７  

１４,９０９,６０１  １４,９０９,６０１  
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利 益 準 備 金

未 払 法 人 税 等

社 債

資 産 の 部 合 計 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

繰 延 ヘ ッ ジ 損 益

土 地 再 評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

貸 倒 引 当 金

繰 延 税 金 資 産

偶 発 損 失 引 当 金

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

そ の 他 の 負 債

貸 出 金

支 払 承 諾 見 返 賞 与 引 当 金

無 形 固 定 資 産

そ の 他 資 産

有 形 固 定 資 産

信 託 勘 定 借

そ の 他 負 債

コ ー ル マ ネ ー買 入 金 銭 債 権

そ の 他 利 益 剰 余 金

借 用 金

外 国 為 替

金 銭 の 信 託

特 定 取 引 資 産 売 現 先 勘 定

有 価 証 券 特 定 取 引 負 債

株 主 資 本 合 計

その他有価証券評価差額金

純 資 産 の 部 合 計

利 益 剰 余 金

負 債 の 部 合 計

資 本 金

資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金

支 払 承 諾

科　　　目 科　　　　目

現 金 預 け 金 預 金

譲 渡 性 預 金債 券 貸 借 取 引 支 払 保 証 金

債 券 貸 借 取 引 受 入 担 保 金



（単位：百万円） 

科　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　　　額

１５１,９６７

９,１１１   

９０,８１５   

(６１,７７２)  

(２７,６４０)  

２８,５９２   

９２６   

１５,００２   

７,５１８   

１２２,７０８

３５,６８４   

(２２,９０１)  

７,５９９   

３,３５５   

５８,７６４   

１７,３０５   

２９,２５９

１,５１０

５７

３０,７１２

９４   

９,９００   

９,９９４

２０,７１７

信 託 報 酬

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

特 定 取 引 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

税 引 前 中 間 純 利 益

法人税、住民税及び事業税

中 間 純 利 益

法 人 税 等 調 整 額

(うち有価証券利息配当金)

( う ち 貸 出 金 利 息 ）

( う ち 預 金 利 息 ）

）中 間 損 益 計 算 書
平成２１年 ４ 月　１日 から
平成２１年 ９ 月３０日 まで

法 人 税 等 合 計



 

記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

１．特定取引資産・負債の評価基準及び収益・費用の計上基準  

金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る短期的な変動、市

場間の格差等を利用して利益を得る等の目的（以下「特定取引目的」という。）の取

引については、取引の約定時点を基準とし、中間貸借対照表上「特定取引資産」及び

「特定取引負債」に計上するとともに、当該取引からの損益を中間損益計算書上「特

定取引収益」及び「特定取引費用」に計上しております。 

特定取引資産及び特定取引負債の評価は、有価証券及び金銭債権等については中間決

算日の時価により、スワップ・先物・オプション取引等の派生商品については中間決

算日において決済したものとみなした額により行っております。 

また、特定取引収益及び特定取引費用の損益計上は、当中間期中の受払利息等に、有

価証券、金銭債権等については前期末と当中間期末における評価損益の増減額を、派生

商品については前期末と当中間期末におけるみなし決済からの損益相当額の増減額を加

えております。 

２．有価証券の評価基準及び評価方法 

（1）有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法

（定額法）、子会社・子法人等株式及び関連法人等株式については移動平均法による

原価法、その他有価証券のうち時価のある株式及び投資信託受益証券については中間

決算日前の１ヶ月の市場価格の平均等、それ以外については中間決算日の市場価格等

に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）、時価のないものについては移

動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理してお 

ります。 

(2)金銭の信託において信託財産を構成している有価証券の評価は、上記2（1）と同

じ方法により行っております。 

 

３．デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 

デリバティブ取引（特定取引目的の取引を除く）の評価は、時価法により行っており

ます。 

（追加情報） 

金融派生商品のうちクレジット・デフォルト・スワップの一部については、従来、ブ

ローカーから入手する価格により評価を行っておりましたが、当中間期末においては、

引続きブローカーから入手する価格が時価とみなせない状況であると判断されるため、

自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額により評価を行っており

ます。 

この結果、「その他負債」、「その他業務費用」が1,333百万円減少し、「経常利

益」、「税引前中間純利益」が同額増加しております。 

 



 

自社における合理的な見積りに基づく合理的に算定された価額は、クレジット・デフ

ォルト・スワップの市場価格の価格推移時系列比較、同種商品間の価格比較等の分析を

踏まえ、理論値モデルに基づいて算定しております。 

４．固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

有形固定資産は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物

附属設備を除く。）については定額法）を採用し、年間減価償却費見積額を期間に

より按分し計上しております。 

また、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建 物  10 年～50 年 

その他   3 年～ 8 年 

また、取得価額が 10 万円以上 20 万円未満の資産については、3 年間で均等償却す

る方法を採用しております。 

(2) 無形固定資産 

無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいて償却しております。 

５．繰延資産の処理方法 

株式交付費のうち、企業規模の拡大のためにする資金調達などの財務活動に係る費用

は資産として計上し、株式交付のときから３年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、

定額法により償却しております。 

６．引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しておりま

す。 

破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下、「破綻先」

という。）に係る債権及びそれと同等の状況にある債務者（以下、「実質破綻先」と

いう。）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接減額後の帳簿

価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額

を計上しております。また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可

能性が大きいと認められる債務者（以下、「破綻懸念先」という。）に係る債権につ

いては、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、

その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断し必要と認める額を計上しており

ます。 

破綻懸念先及び貸出条件緩和債権等を有する債務者で与信額が一定額以上の大口債

務者のうち、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的

に見積もることができる債権については、当該キャッシュ・フローを貸出条件緩和実

施前の約定利子率で割引いた金額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法

（キャッシュ・フロー見積法）により引き当てております。また、当該大口債務者の

うち、将来キャッシュ・フローを合理的に見積もることが困難な債務者に対する債権

については、個別的に残存期間を算定し、その残存期間に対応する今後の一定期間に

 



 

おける予想損失額を引き当てております。 

上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒実績から算出した貸倒実

績率等に基づき計上しております。特定海外債権については、対象国の政治経済情

勢等に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定として計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各営業店及び審査各部が資産査定

を実施し、当該部署から独立した内部監査部が査定方法等の適正性を監査し、その

査定結果に基づいて上記の引当を行っております。 

なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から

担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能

見込額として債権額から直接減額しており、その金額は 32,106百万円であります。 

 (2) 賞与引当金 

賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給

見込額のうち、当中間期に帰属する額を計上しております。 

 (3) 退職給付引当金 

退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、当中間期末において発生していると認められる

額を計上しております。なお、当中間期末は年金資産の額が退職給付債務に未認識

数理計算上の差異を加減した額を超過しているため前払年金費用として「その他資

産」に含めて計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下の

とおりであります。 

数理計算上の差異 各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（９

年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期か

ら損益処理 

 (4) 役員退職慰労引当金 

役員退職慰労引当金は、役員及び執行役員への退職慰労金の支払いに備えるため、

役員及び執行役員に対する退職慰労金の支給見積額のうち、当中間期末までに発生し

ていると認められる額を計上しております。 

 （5）偶発損失引当金 

偶発損失引当金は、オフバランス取引等に関して、将来偶発的に発生する可能性の

ある損失に備えるため、以下の引当金について当該損失を事象毎に合理的に見積り、

必要と認められる額を計上しております。 

＜預金払戻損失引当金＞ 

   一定の条件を満たしたことにより負債計上を中止した預金について、預金払戻損失

引当金を計上しております 

＜補償請求権損失引当金＞ 

土地信託事業の状況により、将来、受託者として債務の立替等の負担が生じ、それ

により取得する補償請求権が毀損する可能性が高い場合に、当該損失を合理的に見積

もり、補償請求権損失引当金を計上しております。 

７．外貨建て資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

外貨建資産・負債は、取得時の為替相場による円換算額を付す子会社・子法人等株式

 



 

を除き、主として中間決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

８.リース取引の処理方法 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年４月

１日前に開始する事業年度に属するものについては、通常の賃貸借取引に準じた会計

処理によっております。 

９．ヘッジ会計の方法 

(1) 金利リスク・ヘッジ 

金融資産・負債から生じる金利リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業にお

ける金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協

会業種別監査委員会報告第 24 号。以下「業種別監査委員会報告第 24 号」とい

う。）に規定する繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、

相場変動を相殺するヘッジについて、ヘッジ対象となる預金・貸出金等とヘッジ手段

である金利スワップ取引等を一定の（残存）期間毎にグルーピングのうえ特定し評価

しております。 

 (2) 為替変動リスク・ヘッジ 

外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、

「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第25号。以下「業種別監査委員会報告

第25号」という。）に規定する繰延ヘッジによっております。 

ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを

減殺する目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、

ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当

額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

また、外貨建その他有価証券（債券以外）の為替変動リスクをヘッジするため、

事前にヘッジ対象となる外貨建有価証券の銘柄を特定し、当該外貨建有価証券につ

いて外貨ベースで取得原価以上の直先負債が存在していること等を条件に包括ヘッ

ジとして時価ヘッジを適用しております。 

なお、一部の資産・負債については、繰延ヘッジ、時価ヘッジ、あるいは金利スワ

ップの特例処理を行っております。 

１０．消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税（以下、消費税等という。）の会計処理は、税抜方式によっ

ております。 

ただし、有形固定資産に係る控除対象外消費税等は当中間期の費用に計上しており

ます。 

 

 

 

 

 

 

 



 

注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

１．関係会社の株式（及び出資額）総額 176,595 百万円 

２．現先取引並びに現金担保付債券貸借取引等により受け入れている有価証券で当中間

期末に所有しているものが 6,075百万円あります。これらは、売却又は（再）担保とい

う方法で自由に処分できる権利を有する有価証券でありますが、当中間期末に当該処

分をせずにすべて所有しております。 

３．貸出金のうち、破綻先債権額は 24,266百万円、延滞債権額は 97,524百万円であり

ます。 

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその

他の事由により元本又は利息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を

計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未収利息不計上貸出

金」という。）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第96条第１項第３号

のイからホまでに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であ

ります。 

また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営

再建又は支援を図ることを目的として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であ

ります。 

４．貸出金のうち、３カ月以上延滞債権額は 31百万円であります。 

なお、３カ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月

以上遅延している貸出金で破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

５．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は 6,190百万円であります。 

なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、

金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利とな

る取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３カ月以上延滞債権に該当しな

いものであります。 

６．破綻先債権額、延滞債権額、３カ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計

額は 128,013百万円であります。 

なお、３.から６.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

７．手形割引は、業種別監査委員会報告第24号に基づき金融取引として処理しておりま

す。これにより受け入れた銀行引受手形、商業手形、荷付為替手形及び買入外国為替

は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、そ

の額面金額は3,147百万円であります。 

８．担保に供している資産は次のとおりであります。 

担保に供している資産 

有価証券           2,590,435百万円 

貸出金             773,585百万円 

特定取引資産         4,982百万円 

その他資産               70百万円 

担保資産に対応する債務 

 



 

預金                8,423百万円 

コールマネー           45,000百万円 

売現先勘定        255,326百万円 

債券貸借取引受入担保金 1,354,655百万円 

借用金           1,258,100百万円 

上記のほか、為替決済、デリバティブ等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代

用として、有価証券 535,958百万円を差し入れております。 

また、その他資産のうち保証金は 9,694百万円であります。 

９．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行

の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、一定の限

度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実

行残高は、2,410,075百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが 

2,278,255百万円あります。 

なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未

実行残高そのものが必ずしも当社の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるもので

はありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相

当の事由があるときは、当社が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減

額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に

応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている

社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の

措置等を講じております。 

10.三井信託銀行株式会社から承継した土地については、土地の再評価に関する法律（平

成10年３月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額

については、「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。 

再評価を行った年月日 

 平成10年３月31日 

同法律第３条第３項に定める再評価の方法   

土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第

１号に定める標準地の公示価格、同条第２号に定める基準地の標準価格及び同条第３

号に定める当該事業用土地の課税台帳に登録されている価格に基づいて、合理的な調

整（時点修正、地域格差及び個別格差の補正）を行って算出しております。 

11．有形固定資産の減価償却累計額 83,392百万円 

12．借用金には、他の債務よりも債務の履行が後順位である旨の特約が付された劣後特

約付借入金92,500百万円が含まれております。 

13．社債は、永久劣後特約付社債 99,992百万円及び劣後特約付社債  120,000百万円であ

ります。 

14．「有価証券」中の社債のうち、有価証券の私募（金融商品取引法第2条第3項）によ

る社債に対する当社の保証債務の額は 150,832百万円であります。 

15．１株当たり純資産額 273円77銭 

16. 元本補てん契約のある信託の元本金額は、金銭信託  1,085,575百万円、貸付信託 

 



 

439,731百万円であります。 

17. 銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ (10)に規定する単体自己資本比率（国内基

準）は11.51％であります。 

 

（中間損益計算書関係） 

１．「その他経常収益」には、株式等売却益 5,314百万円を含んでおります。 

２．「その他経常費用」には、貸出金償却 5,529百万円、貸倒引当金繰入額 3,224百万

円及び株式等償却 1,143百万円を含んでおります。 

３．１株当たり中間純利益金額 10円40銭 

 

（有価証券関係） 

中間貸借対照表の「有価証券」のほか、「買入金銭債権」中のその他の買入金銭債権

が含まれております。 

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの（平成 21 年９月 30 日現在） 

 中間貸借対照表 

計上額 

（百万円） 

時価 

(百万円) 

差額 

(百万円) 

国債 597,821 602,840 5,018

社債 24,947 25,238 290

その他 298,200 290,773 △7,427

合計 920,970 918,852 △2,117

（注）時価は、当中間期末における市場価格等に基づいております。 

 

２．子会社・子法人等株式及び関連法人等株式で時価のあるもの（平成 21 年９月 30 日

現在） 

  該当ありません。 

  

３．その他有価証券で時価のあるもの（平成 21 年９月 30 日現在） 

 取得原価 

(百万円) 

中間貸借対照表

計上額 

（百万円） 

評価差額 

(百万円) 

株式 427,943 492,263 64,319

債券 1,792,468 1,788,717 △3,751

国債 1,757,658 1,753,804 △3,853

地方債 639 644 4

社債 34,170 34,268 97

その他 1,034,113 1,017,332 △16,780

合計 3,254,525 3,298,313 43,788

（注）１．中間貸借対照表計上額は、株式及び投資信託受益証券については当中間期

末前１カ月の市場価格の平均に基づいて算定された額により、また、それ以

外については、当中間期末日における市場価格等に基づく時価により、それ

ぞれ計上したものであります。 

２．その他有価証券で時価のあるもののうち、当該有価証券の時価が取得原価

 



 

に比べて著しく下落しており、時価が取得原価まで回復する見込みがあると

認められないものについては、当該時価をもって中間貸借対照表価額とする

とともに、評価差額を当中間期の損失として処理（以下「減損処理」とい

う。）しております。 

  当中間期における減損処理額は、株式 685百万円であります。 

「時価が著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準に

おいて有価証券の発行会社の区分ごとに次のとおり定めております。 

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先   時価が取得原価に比べて下落 

要注意先           時価が取得原価に比べて30%以上下落 

正常先            時価が取得原価に比べて30%以上下落 

    上記自己査定基準に該当する正常先のうち、時価が取得原価に比べて30%以

上50%未満下落した銘柄については、個別に時価の回復可能性を判定し、取得

原価まで回復する可能性があると認められる場合を除き、減損処理を実施して

おります。それ以外の場合は全て、取得原価まで回復する見込みがないと判断

し、減損処理を実施しております。 

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生してい

る発行会社、実質破綻先とはそれと同等の状況にある発行会社、破綻懸念先

とは現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと

認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社、正

常先とは、上記破綻先、実質破綻先、破綻懸念先、要注意先以外の発行会社

であります。 

（追加情報） 

変動利付国債の時価については、昨今の市場環境を踏まえた検討の結果、引続き市場

価格を時価とみなせない状態にあると判断し、当中間期末においては、合理的に算定

された価額をもって中間貸借対照表計上額としております。これにより、市場価格を

もって中間貸借対照表価額とした場合に比べ、「有価証券」は9,229百万円増加、「繰

延税金資産」は3,750百万円減少、「その他有価証券評価差額金」は5,479百万円増加

しております。 

変動利付国債の合理的に算定された価額は、ディスカウント・キャッシュフロー法に

より算定しております。価格決定変数は、国債利回り及び同利回りのボラティリティ等

であります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容及び中間貸借対照表計上額（平成21年９

月30日現在） 

内 容 金 額(百万円） 

満期保有目的の債券 

 非上場外国証券 
4,442

子会社・子法人等株式及び関

連法人等株式 

子会社・子法人等株式 

関連法人等株式 

  

 

 

174,177

2,418

その他有価証券 

 非上場社債 

 出資証券 

 非上場株式 

非上場外国証券 

 

 

289,117

135,457

87,594

19,956

 

（税効果会計関係） 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ以下のとおり

であります。 

 繰延税金資産  

貸倒引当金              31,833百万円 

   税務上の繰越欠損金        166,489 

   有価証券評価損          10,961 

   その他                  45,768 

  繰延税金資産小計                255,052   

 評価性引当額              △  78,051

 繰延税金資産合計                 177,001 

 繰延税金負債 

   その他有価証券評価差額金   14,125 

   退職給付信託設定益           8,799 

         その他                  3,621 

 繰延税金負債合計             26,546 

 繰延税金資産の純額                   150,455百万円 

以  上 

 



(参考)

　　　　　　　　　　              信 　託 　財 　産 　残 　高 　表
（平成２１年９月３０日現在）

中央三井信託銀行株式会社

  　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ２６５,８０９    託金  　　　   銭　   　　   信           ９０６,８１９  

有 価 証 券 ３,３７２  財 産 形 成 給 付 信 託 １３,４７４  

信 託 受 益 権 ４０２    託貸  　　　   付　   　　   信           ４３９,４３９  

受 託 有 価 証 券 １３６  金 銭 信 託以外の金銭の信託 ２６２  

金 銭 債 権 ２６４  有 価 証 券 の 信 託 １４１  

有 形 固 定 資 産 ５,３８９,９４４  金 銭 債 権 の 信 託 １,１９８  

無 形 固 定 資 産 ２６,９７３  土 地 及 び そ の 定 着 物の 信託 ７６,３９３  

そ の 他 債 権 ３７,６４３    託包  　　　   括　   　　   信           ５,６０４,８９９  

銀 行 勘 定 貸 １,１１３,６４５  そ の 他 の 信 託 ３３  

現 金 預 け 金 ２０４,４７０  

合            計 ７,０４２,６６２  合            計 ７,０４２,６６２  

（注）１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
　　　２．上記残高表には、金銭評価の困難な信託を除いております。
　　　３．共同信託他社管理財産 １０５,３９６ 百万円
　　　４．元本補てん契約のある信託の貸出金２５１,２７０百万円のうち、破綻先債権額は６百万円、延滞債権額は
　　　　１７０百万円、貸出条件緩和債権額は９，４６０百万円であります。
　　　　また、これらの債権額の合計額は９，６３８百万円であります。なお、３ヵ月以上延滞債権はありません。

（付）　元本補てん契約のある信託（信託財産の運用のため再信託された信託を含む。）の内訳は次のとおりでありま
　　　す。（記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

 金    銭    信    託   　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 ２５１,２７０  元 本 １,０８５,５７５  

有 価 証 券 －　 債 権 償 却 準 備 金 ４４  

そ の 他 ８３４,３０６  そ の 他 △ ４３  

計 １,０８５,５７６  計 １,０８５,５７６  

 貸    付    信    託   　 (単位：百万円）

資  　　        産 金　　　　　額 負    　　      債 金　　　　　額

貸 出 金 －　 元 本 ４３９,７３１  

有 価 証 券 ４８８  特 別 留 保 金 ２,７６６  

そ の 他 ４４４,８４０  そ の 他 ２,８３１  

計 ４４５,３２９  計 ４４５,３２９  
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